
21

1

1

1

402

⑤(増減額)

増減

213

0

5,672

事業
概要

現状と
背景

健康保険組合、協会けんぽ、船員保険、共済等の被用者保険及び国民健康保険
組合に加入していない人は、住所地の市町村の国民健康保険に加入が義務付け
られており、国保被保険者に対する保険証の交付などの事務経費を計上してい
る。

国民健康保険被保険者の受診、出産、死亡に関して必要な医療保険給付を行う
ことにより、市民の社会保障と保険の向上を図る。

被保険者数9,121人（H.20.10.31現在）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

6,332

 

 6,074

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

総務管理費

5,464

当初要求　②

868

一般管理費

前年度

①

823

5,464 5,464

 823

6,287

財政課長内示

6,287

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

国民健康保険事務費

単独

▲ 208

0

⑥－①

0

421

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

1

1

⑤(増減額)

増減

626

0

0

事業
概要

現状と
背景

鳥取県国民健康保険団体連合会から提供される診療報酬明細書（レセプト）が、
従来、書類（紙ベース）であったものが、平成２１年３月診療分から調剤レセプトに
ついて電子データ化、２１年度中に医科・歯科レセプトも電子データ化されるのに
対応するシステムを導入経費を計上している

平成２１年３月診療分から調剤レセプトが電子データ化、２１年度中に医科・歯科レ
セプトも電子データ化されるのに対応するためのパソコン等を配備し、医療機関へ
の診療、調剤報酬の支払及びレセプト点検の効率化を図る

平成２３年度から、医療機関はレセプトの電子データによる請求が義務化されるた
め、電子レセプトが増えつつある。鳥取県国民健康保険連合会は、ペーパーレス
化を図るため、電子データ以外の紙レセプトについてはＯＣＲ処理した画像データ
として市町村国保に提供するシステムを導入し、平成２１年度から順次電子データ
に切り替えていく。

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

684

 

 0

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

総務管理費

684

当初要求　②

一般管理費

前年度

①

626 626

 

626

財政課長内示

626

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

保険者レセプト管理システム導入事業

単独

626

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

1

1

⑤(増減額)

増減

1,251

0

0

事業
概要

現状と
背景

医療機関からの電子データによる診療、調剤報酬の請求に対応するため、審査
支払代行機関である国保連合会が処理するレセプトオンライン請求システム等の
電算システムの利用手数料を計上している

医療機関からの診療、調剤報酬請求をオンライン化することにより、審査支払業務
の省力化と経費の削減を図る

平成２０年度から、一部医療機関に診療報酬の電子データによる請求が義務化さ
れ、その電子請求に対応する電算システムを、国民健康保険の審査支払の代行
機関である鳥取県国民健康保険団体連合会が導入した。

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1,294

 

 0

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

総務管理費

1,294

当初要求　②

一般管理費

前年度

①

1,251 1,251

 

1,251

財政課長内示

1,251

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

レセプト電算処理システム運行管理費

単独

1,251

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

1

2

⑤(増減額)

増減

▲ 113

0

3,350

事業
概要

現状と
背景

鳥取県内全市町村で構成する国保診療報酬の審査支払代行機関である鳥取県
国民健康保険団体連合会の管理費等の運営経費に充てるため、定められた費用
を負担する

国保連合会で医療機関からの診療、調剤報酬の審査支払業務を一元的に行うこ
とで、構成市町村の事務の軽減を図る

年間レセプト件数　 134,498件（平成19年度実績）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

3,237

 

 3,350

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

総務管理費

3,237

当初要求　②

連合会負担金

前年度

①

3,237 3,237

 

3,237

財政課長内示

3,237

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

国民健康保険団体連合会負担金

単独

▲ 113

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

1

3

⑤(増減額)

増減

561

0

5,650

事業
概要

現状と
背景

医療機関からの診療、調剤報酬明細書（レセプト）の点検に係る人件費、被保険
者への医療費通知等の事務費を計上している

医療機関から請求された診療報酬のレセプトを点検して過誤を発見し診療報酬を
精算することと、被保険者に医療費がいくらかかっているのかをお知らせし、医療
機関からの国保への請求に間違いがないか、必要以上の診療を受けていないか
を啓発することにより、医療費の適正化を図る

レセプト点検効果額　21,591千円（平成19年度実績）
医療費通知件数　件（平成19年度実績）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

6,211

 

 5,650

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

総務管理費

6,211

当初要求　②

医療費適正化特別対策事業費

前年度

①

6,211 6,211

 

6,211

財政課長内示

6,211

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

医療費適正化対策事務費

単独

561

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

2

1

539

⑤(増減額)

増減

▲ 2,047

0

5,818

事業
概要

現状と
背景

国民健康保険事業を運営し、医療保険としての機能は果たしていくには多額の費
用が必要となる。この費用の一部を国民健康保険税として被保険者（世帯主）に
負担していただいている。その保険税の賦課に係る事務費及び徴収にかかる人
件費等を計上している

国民健康保険税の賦課徴収することにより、国民健康保険財政の安定化を図る

国民健康保険税賦課額（現年度分）　1,019,939千円（平成19年度実績）
国民健康保険税徴収額（現年度分）　  932,806千円（平成19年度実績）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

4,309

 

 6,357

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

徴　税　費

3,787

当初要求　②

522

賦課徴収費

前年度

①

554

3,756 3,756

 554

4,310

財政課長内示

4,310

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

保険税賦課徴収費

単独

▲ 2,062

0

⑥－①

0

15

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

1

3

1

⑤(増減額)

増減

2

0

130

事業
概要

現状と
背景

境港市国民健康保険運営協議会の運営に係る委員報酬、事務費を計上している

被保険者代表、公益代表、保険医・保険薬剤師代表、被用者保険代表で構成さ
れる境港市国民健康保険運営協議会で、国民健康保険事業の運営に係る重要
事項を審議し、国民健康保険事業に反映する

被保険者代表　　　　　　4人
公益代表　　　　　　　　4人
保険医・保険薬剤師代表　4人
被用者保険代表　　　　　2人

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

132

 

 130

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

総　務　費

運営協議会費

132

当初要求　②

運営協議会費

前年度

①

132 132

 

132

財政課長内示

132

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

国民健康保険運営協議会費

単独

2

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

1

1

1,438,337

⑤(増減額)

増減

90,101

62,733

298,782

事業
概要

現状と
背景

一般被保険者が医療機関で受診した際に、一部負担の割合に応じて病院の窓口
で自己負担を支払い、残りの保険者負担分について、医療機関から審査支払代
行機関である国保連合会を経由して市国保に請求され、療養給付費を支払う費
用（現物給付）と、標準負担額減額認定証を提示しなかった非課税世帯の人の入
院時食事療養費の差額分の現金支給を計上している

被保険者が疾病により、外来または入院で医療機関で受診した際に、現物給付を
行うことにで市民の医療にかかる便宜を図る

※平成19年度実績
受診率（100人当たり年間受診回数）　868.13
1人当たり費用額　　　　　　　　　 237,429円

事業
目的

▲ 726

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

2,195,487

 

 2,116,947

379,828

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

療養諸費

240,645

434,883

当初要求　②

1,519,959

一般被保険者療養給付費

前年度

①

1,421,145 726

442,561

343,342 351,231

 ▲ 8,615

8,615

1,413,256

2,207,048

財政課長内示

2,207,048

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 442,561

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者療養給付費

補助

52,449

0

⑥－①

0

▲ 25,081

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

1

2

171,239

⑤(増減額)

増減

▲ 30,422

0

54,987

事業
概要

現状と
背景

退職被保険者等が医療機関で受診した際に、一部負担の割合に応じて病院の窓
口で自己負担を支払い、残りの保険者負担分について、医療機関から審査支払
代行機関である国保連合会を経由して市国保に請求され、療養給付費を支払う
費用（現物給付）と、標準負担額減額認定証を提示しなかった非課税世帯の人の
入院時食事療養費の差額分の現金支給を計上している

被保険者が疾病により、外来または入院で医療機関で受診した際に、現物給付を
行うことにで市民の医療にかかる便宜を図る

※平成19年度実績
受診率（100人当たり年間受診回数）　1,585.23
1人当たり費用額　　　　　　　　　389,679円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

196,418

 

 226,226

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

療養諸費

17,452

当初要求　②

178,966

退職被保険者等療養給付費

前年度

①

176,753

19,051 19,051

 176,753

195,804

財政課長内示

195,804

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等療養給付費

補助

▲ 35,936

0

⑥－①

0

5,514

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

1

3

3,340

⑤(増減額)

増減

1,774

506

2,520

事業
概要

現状と
背景

一般被保険者の医療機関等の窓口で、保険証の提示をしなかったため10割負担
となった場合や、医師の診断・指示の下で補装具の購入や鍼灸治療を受けた場
合の現金支払に対して保険者負担分を後で現金給付する費用を計上している

療養費（診療費10割負担、補装具購入、鍼灸治療等）の保険者負担分を現金で
支給する

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

8,223

 

 7,141

1,281

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

療養諸費

2,883

1,629

当初要求　②

3,711

一般被保険者療養費

前年度

①

3,895

1,787

3,233 3,233

 3,895

8,915

財政課長内示

8,915

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 1,787

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者療養費

補助

713

0

⑥－①

0

555

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

1

4

979

⑤(増減額)

増減

▲ 833

0

320

事業
概要

現状と
背景

退職被保険者等の医療機関等の窓口で、保険証の提示をしなかったため10割負
担となった場合や、医師の診断・指示の下で補装具の購入や鍼灸治療を受けた
場合の現金支払に対して保険者負担分を後で現金給付する費用を計上している

療養費（診療費10割負担、補装具購入、鍼灸治療等）の保険者負担分を現金で
支給する

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

809

 

 1,299

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

療養諸費

74

当初要求　②

735

退職被保険者等療養費

前年度

①

416

50 50

 416

466

財政課長内示

466

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等療養費

補助

▲ 270

0

⑥－①

0

▲ 563

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

1

5

⑤(増減額)

増減

▲ 337

0

9,057

事業
概要

現状と
背景

鳥取県内全市町村で構成する鳥取県国民健康保険団体連合会で、医療機関か
らの診療、調剤報酬明細書（レセプト）による請求に係る審査及び支払の代行手
数料

国保連合会で医療機関からの診療、調剤報酬の審査支払業務を一元的に行うこ
とで、構成市町村の事務の軽減を図る

年間レセプト件数　 134,498件（平成19年度実績）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

8,720

 

 9,057

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

療養諸費

8,720

当初要求　②

審査支払手数料

前年度

①

8,720 8,720

 

8,720

財政課長内示

8,720

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

審査支払手数料

単独

▲ 337

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

2

1

181,616

⑤(増減額)

増減

42,321

13,426

10,489

事業
概要

現状と
背景

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請により限度額を超えた額を
高額療養費として現金支給する費用と、被保険者が限度額認定証を提示すること
により窓口負担が限度額までとし、限度額を超えた額を医療機関が高額療養費と
して請求する現物給付の費用とを計上している（一般被保険者分）

被保険者の住民税課税状況、所得状況等により、医療費の1ヶ月の自己負担の限
度額を設け、限度額を超えた額を高額療養費として給付することにより、被保険者
が多額の医療費自己負担することに一定の抑制を図る

自己負担限度額（平成20年度）
70歳未満
一般　80,100円×（医療費-267,000円）×1％
上位所得者　150,000円×（医療費-500,000円）×1％
住民税非課税世帯　35,400円
70～74歳
一般　　　　　　　外来　12,000円　　入院　44,400円
現役並み所得者　　外来　44,400円　　入院　80,100円×（医療費-267,000円）×1％
低所得者Ⅱ　　　　外来　 8,000円　　入院　24,600円
低所得者Ⅰ　　　　外来   8,000円　　入院　15,000円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

245,761

 

 234,109

42,004

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

高額療養費

0

48,680

当初要求　②

197,081

一般被保険者高額療養費

前年度

①

221,000

55,430

0 0

 221,000

276,430

財政課長内示

276,430

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 55,430

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者高額療養費

補助

▲ 10,489

0

⑥－①

0

39,384

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

2

2

27,844

⑤(増減額)

増減

▲ 18,999

0

9,092

事業
概要

現状と
背景

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請により限度額を超えた額を
高額療養費として現金支給する費用と、被保険者が限度額認定証を提示すること
により窓口負担が限度額までとし、限度額を超えた額を医療機関が高額療養費と
して請求する現物給付の費用とを計上している（退職被保険者等分）

被保険者の住民税課税状況、所得状況等により、医療費の1ヶ月の自己負担の限
度額を設け、限度額を超えた額を高額療養費として給付することにより、被保険者
が多額の医療費自己負担することに一定の抑制を図る

自己負担限度額（平成20年度）
70歳未満
一般　80,100円×（医療費-267,000円）×1％
上位所得者　150,000円×（医療費-500,000円）×1％
住民税非課税世帯　35,400円
70～74歳
一般　　　　　　　外来　12,000円　　入院　44,400円
現役並み所得者　　外来　44,400円　　入院　80,100円×（医療費-267,000円）×1％
低所得者Ⅱ　　　　外来　 8,000円　　入院　24,600円
低所得者Ⅰ　　　　外来   8,000円　　入院　15,000円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

29,993

 

 36,936

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

高額療養費

2,749

当初要求　②

27,244

退職被保険者等高額療養費

前年度

①

16,049

1,888 1,888

 16,049

17,937

財政課長内示

17,937

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等高額療養費

補助

▲ 7,204

0

⑥－①

0

▲ 11,795

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

2

3

0

⑤(増減額)

増減

3,000

601

0

事業
概要

現状と
背景

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と
介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合に高額介護合
算療養費を支給する費用を計上している（一般被保険者分）

被保険者の住民税課税状況、所得状況等により、医療費と介護費の1年の自己負
担の限度額を設け、限度額を超えた額を高額介護合算療養費として給付すること
により、被保険者が多額の医療費及び介護費の自己負担することに一定の抑制
を図る

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

3,000

 

 0

0

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

高額療養費

1,187

594

当初要求　②

1,219

一般被保険者高額介護合算療養費

前年度

①

1,180

601

1,219 1,219

 1,180

3,000

財政課長内示

3,000

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 601

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者高額介護合算療養費

補助

1,219

0

⑥－①

0

1,180

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

2

4

0

⑤(増減額)

増減

600

0

0

事業
概要

現状と
背景

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と
介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合に高額介護合
算療養費として支給する費用を計上している（退職被保険者等分）

被保険者の住民税課税状況、所得状況等により、医療費と介護費の1年の自己負
担の限度額を設け、限度額を超えた額を高額介護合算療養費として給付すること
により、被保険者が多額の医療費及び介護費の自己負担することに一定の抑制
を図る

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

600

 

 0

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

高額療養費

55

当初要求　②

545

退職被保険者等高額介護合算療養費

前年度

①

537

63 63

 537

600

財政課長内示

600

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等高額介護合算療養費

補助

63

0

⑥－①

0

537

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

3

1

⑤(増減額)

増減

0

0

1

事業
概要

現状と
背景

緊急やむを得ず重病人の入院・転院などの移送の費用について、申請して国保
が必要と認めた移送費を支給する費用を計上している（一般被保険者分）

一般被保険者に係る移送費の支給に備える

実績なし

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

移　送　費

1

当初要求　②

一般被保険者移送費

前年度

①

1 1

 

1

財政課長内示

1

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者移送費

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

3

2

⑤(増減額)

増減

0

0

1

事業
概要

現状と
背景

緊急やむを得ず重病人の入院・転院などの移送の費用について、申請して国保
が必要と認めた移送費の支給（退職被保険者等分）

退職被保険者等に係る移送費の支給に備える

実績なし

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

移　送　費

1

当初要求　②

退職被保険者等移送費

前年度

①

1 1

 

1

財政課長内示

1

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等移送費

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

4

1

⑤(増減額)

増減

1,460

0

12,600

事業
概要

現状と
背景

被保険者が出産したときまたは妊娠12週以降の死産・流産に対して、出産育児一
時金を支給する費用を計上している

被保険者の通常分娩に要する費用は、医療費の対象外（帝王切開等は医療費の
対象）であるが、出産育児一時金として定額を国保から給付する。

平成20年12月以前の出産　　350,000円
平成21年1月以後の出産　　 380,000円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

14,060

 

 12,600

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

出産育児諸費

14,060

当初要求　②

出産育児一時金

前年度

①

14,060 14,060

 

14,060

財政課長内示

14,060

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

出産育児一時金

単独

1,460

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

2

5

1

⑤(増減額)

増減

▲ 60

0

1,240

事業
概要

現状と
背景

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費を支給する費用を計上する

火葬の費用に相当する額として、定額の葬祭費を被保険者の葬祭を行った人に
支給する

葬祭費の額　2万円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1,180

 

 1,240

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保険給付費

葬祭諸費

1,180

当初要求　②

葬　祭　費

前年度

①

1,180 1,180

 

1,180

財政課長内示

1,180

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

葬　祭　費

単独

▲ 60

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

3

1

1

27,123

⑤(増減額)

増減

20,541

5,983

215,957

事業
概要

現状と
背景

後期高齢者に係る医療費のうち、本人窓口負担を除いた額の40％に相当する額
を、若年者の健康保険が後期高齢者支援金として社会保険診療報酬支払基金に
拠出することとなっており、それを拠出する費用を計上する

後期高齢者に係る医療費のうち、一定割合を若年者の健康保険が負担することに
より、後期高齢者医療の保険財政の安定化と、世代間の負担を明確にする

平成20年3月までの老人保健制度が廃止され、平成20年4月から後期高齢者医療
制度が導入された。

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

374,876

 

 354,335

111,255

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等

227,800

117,238

当初要求　②

29,838

後期高齢者支援金

前年度

①

29,820

117,238

227,818 227,818

 29,820

374,876

財政課長内示

374,876

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 117,238

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

後期高齢者支援金

補助

11,861

0

⑥－①

0

2,697

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

3

1

2

⑤(増減額)

増減

▲ 59

▲ 36

82

事業
概要

現状と
背景

社会保険診療報酬支払基金が行う、後期高齢者支援金の拠出、交付に係る後期
高齢者関係の事務費に係る拠出金を計上する

社会保険診療報酬支払基金が、若年者の医療保険者から後期高齢者支援金を
徴収し、都道府県後期高齢者医療広域連合へ交付することで、後期高齢者医療
制度の安定的な運営を図る

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

59

 

 118

36

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等

59

当初要求　②

後期高齢者関係事務費拠出金

前年度

①

59 59

 

59

財政課長内示

59

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

後期高齢者関係事務費拠出金

単独

▲ 23

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

4

1

1

⑤(増減額)

増減

▲ 74

0

128

事業
概要

現状と
背景

社会保険診療報酬支払基金が行う、65～74歳の前期高齢者に係る交付金、納付
金による保険者間の財源調整のための事務費の拠出金を計上する

各保険者で医療費が多くかかる前期高齢者の構成割合が異なりるため、社会保
険診療報酬支払基金が、前期高齢者が平均より少ない保険者から前期高齢者納
付金を徴収し、前期高齢者が平均より多い保険者に交付し、保険者間の財源調
整を図る

平成20年度（概算）
全保険者平均前期高齢者加入率　　　　12.23％
境港市国民健康保険前期高齢者加入率　38.31％

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

54

 

 128

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金等

54

当初要求　②

前期高齢者関係事務費拠出金

前年度

①

54 54

 

54

財政課長内示

54

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

前期高齢者関係事務費拠出金

単独

▲ 74

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

4

1

2

⑤(増減額)

増減

451

0

0

事業
概要

現状と
背景

社会保険診療報酬支払基金が行う、65～74歳の前期高齢者に係る交付金、納付
金による保険者間の財源調整制度で、負担調整による前期高齢者納付金を計上
する

各保険者で医療費が多くかかる前期高齢者の構成割合が異なりるため、社会保
険診療報酬支払基金が、前期高齢者が平均より少ない保険者から前期高齢者納
付金を徴収し、前期高齢者が平均より多い保険者に交付し、保険者間の財源調
整を図る

平成20年度（概算）
全保険者平均前期高齢者加入率　　　　12.23％
境港市国民健康保険前期高齢者加入率　38.31％

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

451

 

 0

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金等

451

当初要求　②

前期高齢者納付金

前年度

①

451 451

 

451

財政課長内示

451

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

前期高齢者納付金

単独

451

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

5

1

1

44,333

⑤(増減額)

増減

▲ 124,160

▲ 30,349

92,054

事業
概要

現状と
背景

老人保健医療費拠出金に係る前々年度の精算拠出金

老人保健医療費のうち受給者の自己負担額を除いた国、県、市町村の公費負担
分以外を、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に医療費拠出金を拠出
し、老人保健事業を実施する市町村に交付する。

平成20年3月老人保健制度廃止
平成21年4月後期高齢者医療制度開始

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

59,648

 

 183,808

47,421

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

老人保健拠出金

老人保健拠出金

33,141

17,072

当初要求　②

9,435

老人保健医療費拠出金

前年度

①

9,436

17,072

33,140 33,140

 9,436

59,648

財政課長内示

59,648

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 17,072

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

老人保健医療費拠出金

補助

▲ 58,914

0

⑥－①

0

▲ 34,897

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

5

1

2

⑤(増減額)

増減

▲ 908

0

966

事業
概要

現状と
背景

社会保険診療報酬支払基金が行う、老人保健医療費拠出金に係る事務費の拠
出金を計上する

老人保健医療費のうち受給者の自己負担額を除いた国、県、市町村の公費負担
分以外を、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に医療費拠出金を拠出
し、老人保健事業を実施する市町村に交付する。

平成20年3月老人保健制度廃止
平成21年4月後期高齢者医療制度開始

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

58

 

 966

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

老人保健拠出金

老人保健拠出金

58

当初要求　②

老人保健事務費拠出金

前年度

①

58 58

 

58

財政課長内示

58

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

老人保健事務費拠出金

単独

▲ 908

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

6

1

1

⑤(増減額)

増減

▲ 5,899

▲ 2,006

103,846

事業
概要

現状と
背景

社会保険診療報酬支払基金が行う、40～64歳の介護2号被保険者に係る介護納
付金の拠出の費用を計上

各医療保険者は、40～64歳の介護2号被保険者に係る介護納付金を社会保険診
療報酬支払基金に拠出し、基金から各市町村介護保険に交付することにより、介
護保険制度の安定的な運営を図る。

介護2号被保険者数　339人（H20.10.31現在）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

157,342

 

 157,342

53,496

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

介護納付金

介護納付金

103,846

53,496

当初要求　②

介護納付金

前年度

①

51,490

99,953 99,953

 

151,443

財政課長内示

151,443

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 51,490

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

介護納付金

補助

▲ 3,893

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

7

1

1

18,375

⑤(増減額)

増減

19,640

4,910

36,754

事業
概要

現状と
背景

80万円を超える高額な医療費の支払を平準化するための高額医療費共同事業
への拠出に要する費用を計上する

80万円を超える高額な医療費の支払を平準化するため、国保連合会へ各市町村
が過去の実績等により算定された拠出金をプールして、実際にかかる高額な医療
費に応じて交付金を受けて医療機関へ支払うことにより、月により著しい増減をす
ることがある高額な医療費を支払うための資金の調達を平準化して、国保財政の
安定化を図る。

平成19年度実績
拠出金額　　67,209千円
交付金額　　68,712千円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

93,144

 

 73,504

18,375

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

共同事業拠出金

共同事業拠出金

46,574

23,285

当初要求　②

高額医療費共同事業拠出金

前年度

①

23,285

46,574 46,574

 

23,285

93,144

財政課長内示

93,144

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 23,285

23,285

一般財源

県

市債

その他

23,285  

市　民　課

高額医療費共同事業拠出金

補助

9,820

4,910

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

7

1

2

⑤(増減額)

増減

84,905

0

356,960

事業
概要

現状と
背景

30万円～80万円の高額な医療費の支払の平準化のための保険財政共同安定化
事業への拠出に要する費用を計上する

30万円～80万円の高額な医療費の支払を平準化するため、国保連合会へ各市
町村が過去の実績等により算定された拠出金をプールして、実際にかかる高額な
医療費に応じて交付金を受けて医療機関へ支払うことにより、月により著しい増減
をすることがある高額な医療費を支払うための資金の調達を平準化して、国保財
政の安定化を図る。

平成19年度実績
拠出金額　　310,369千円
交付金額　　376,236千円

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

441,865

 

 356,960

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

共同事業拠出金

共同事業拠出金

441,865

当初要求　②

保険財政共同安定化事業拠出金

前年度

①

441,865 441,865

 

441,865

財政課長内示

441,865

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

保険財政共同安定化事業拠出金

単独

84,905

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

7

1

3

⑤(増減額)

増減

0

0

2

事業
概要

現状と
背景

退職被保険者の把握のための共同事業の事務費負担に要する費用を計上する

定年退職等の後に国保の一般被保険者となった人のうち、年金の受給が開始さ
れ退職被保険者に該当することとなった人を、国保連合会が抽出し、その情報を
基に市町村国保で一般から退職に職権適用することで、退職被保険者等の適正
な適用を図る。

平成19年度実績
職権適用者数　114人

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

2

 

 2

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

共同事業拠出金

共同事業拠出金

2

当初要求　②

その他共同事業事務費拠出金

前年度

①

2 2

 

2

財政課長内示

2

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

その他共同事業事務費拠出金

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

8

1

1

3,087

⑤(増減額)

増減

5,924

1,971

9,013

事業
概要

現状と
背景

40～74歳の被保険者に対して、生活習慣の改善が必要な者を抽出するために、
メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査の実施に要する費用を計上して
いる

特定健康診査を実施し、メタボリックシンドローム該当者及び予備群を抽出し、そ
れらの人に特定保健指導を実施して生活習慣の改善を促すことにより、将来の生
活習慣病の発生の抑制を図る

事業
目的

1,228

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

19,883

 

 15,187

3,087

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保健事業費

特定健康診査等事業費

9,767

5,058

当初要求　②

特定健康診査等事業費

前年度

①

5,058

9,767 10,995

 

5,058

21,111

財政課長内示

19,883

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 5,058

5,058

一般財源

県

市債

その他

5,058  

市　民　課

特定健康診査事業

補助

1,982

1,971

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

1,228

 



21

8

1

1

319

⑤(増減額)

増減

115

▲ 82

0

事業
概要

現状と
背景

特定健康診査により、生活習慣の改善が必要とされた者に対しての特定保健指
導の実施に要する費用を計上する

特定健康診査を実施し、メタボリックシンドローム該当者及び予備群を抽出し、そ
れらの人に特定保健指導を実施して生活習慣の改善を促すことにより、将来の生
活習慣病の発生の抑制を図る

平成19年度まで　40歳以上の全市民を対象とした基本健診及び保健指導（実施
主体：市町村保健衛生部局）
平成20年度から　40～74歳の被保険者を対象とした特定健診：特定保健指導（実
施主体：各医療保険者）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

796

 

 638

319

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保健事業費

特定健康診査等事業費

322

237

当初要求　②

特定健康診査等事業費

前年度

①

237

279 279

 

237

753

財政課長内示

753

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国 237

237

一般財源

県

市債

その他

237  

市　民　課

特定保健指導事業

補助

279

▲ 82

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

8

2

1

⑤(増減額)

増減

▲ 760

0

13,205

事業
概要

現状と
背景

人間ドック等の委託料及び重複・多受診者への訪問指導などの被保険者への検
診・保健指導等に要する人件費、事務費、検診委託料を計上している

被保険者を対象として、人間ドック、脳ドックを実施と要指導者への保健指導の実
施により、疾病予防、早期発見を図る。また、重複・多受診者への訪問指導で適正
な医療機関での受診を促し、医療費の抑制を啓発する

平成19年度
人間ドック受診者数　　241人（うち要精検　74人、要治療　42人）
脳ドック受診者数　　　 64人（うち要精検　 4人、要治療　 0人）

事業
目的

▲ 502

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

12,940

 

 13,205

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

保健事業費

保健事業費

12,940

当初要求　②

保健衛生普及費

前年度

①

12,947 12,445

 

12,445

財政課長内示

12,947

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

保健衛生普及費

単独

▲ 760

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

▲ 502

 



21

9

1

1

⑤(増減額)

増減

0

0

1

事業
概要

現状と
背景

支払いと収入の時期の関係で資金不足が生じたときの一時的な借り入れにより発
生する利子

一時的な借り入れにより発生する利子の支払に備える

実績なし

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

公　債　費

公　債　費

1

当初要求　②

利　　　子

前年度

①

1 1

 

1

財政課長内示

1

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一時借入金利子償還金

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

10

1

1

⑤(増減額)

増減

0

0

1,500

事業
概要

現状と
背景

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返ししなければならないため、それに備え還付金を予算化してい
る（一般被保険者分）

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返しすることを目的とする

被用者保険等に加入しているにもかかわらず、国保の喪失手続をしていなかった
ため、過去に遡って被保険者資格の喪失をする場合や、過去に遡って所得の減
額更正があった場合など

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

3,000

 

 1,500

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

3,000

当初要求　②

一般被保険者保険税還付金

前年度

①

1,500 1,500

 

1,500

財政課長内示

1,500

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者保険税還付金

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

10

1

2

⑤(増減額)

増減

0

0

100

事業
概要

現状と
背景

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返ししなければならないため、それに備え還付金を予算化してい
る（退職被保険者等分）

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返しすることを目的とする

被用者保険等に加入しているにもかかわらず、国保の喪失手続をしていなかった
ため、過去に遡って被保険者資格の喪失をする場合や、過去に遡って所得の減
額更正があった場合など

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

300

 

 100

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

300

当初要求　②

退職被保険者等保険税還付金

前年度

①

100 100

 

100

財政課長内示

100

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等保険税還付金

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

10

1

3

⑤(増減額)

増減

0

0

1

事業
概要

現状と
背景

被保険者の保険給付費（医療費）の支払を行う際に、その財源として国・県・社会
保険診療報酬支払基金から
補助金などの交付を受けている。その交付額の確定に伴い、過払いだった場合の
返還金を予算化している

償還金の支払

平成19年度実績
平成18年度退職者医療交付金精算返還金　18,139千円（社会保険診療報酬支
払基金）

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

1

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

1

当初要求　②

償　還　金

前年度

①

1 1

 

1

財政課長内示

1

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

償　還　金

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

10

1

4

⑤(増減額)

増減

99

0

1

事業
概要

現状と
背景

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返ししする。その際、納付済みの保険税に対して支払う利子相当
額を還付加算金として予算化している（一般被保険者分）

一般被保険者に係る還付加算金の支払

被用者保険等に加入しているにもかかわらず、国保の喪失手続をしていなかった
ため、過去に遡って被保険者資格の喪失をする場合や、過去に遡って所得の減
額更正があった場合など

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

200

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

200

当初要求　②

一般被保険者還付加算金

前年度

①

100 100

 

100

財政課長内示

100

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

一般被保険者還付加算金

単独

99

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

10

1

5

⑤(増減額)

増減

19

0

1

事業
概要

現状と
背景

既に納付された保険税に、納めすぎが発生した時、その納め過ぎた保険税を納税
義務者の方にお返ししする。その際、納付済みの保険税に対して支払う利子相当
額を還付加算金として予算化している（退職被保険者等分）

退職被保険者等に係る還付加算金の支払

被用者保険等に加入しているにもかかわらず、国保の喪失手続をしていなかった
ため、過去に遡って被保険者資格の喪失をする場合や、過去に遡って所得の減
額更正があった場合など

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

20

 

 1

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

諸支出金

償還金及び還付加算金

20

当初要求　②

退職被保険者等還付加算金

前年度

①

20 20

 

20

財政課長内示

20

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

退職被保険者等還付加算金

単独

19

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別

 



21

11

1

1

⑤(増減額)

増減

0

0

20,000

事業
概要

現状と
背景

当初予算計上時には予期できなかった臨時的・突発的な事柄に即応するために
は、補正予算案を編成し臨時市議会等において議決を経るのが原則であるが、
軽微なものについてまで臨時市議会の開催等は非効率であることから、当初予算
において使途を限定しない予備費を計上している

臨時的・突発的に生じた事柄に対し、予算措置の有無に関わらずある程度即応で
きる経費を確保する

予備費は、議会が否決した費途に充てることができない（地方自治法第217条第2
項）と定められている。
そのため、予備費を充当した費目及び金額は決算書に記載し、内容についても
監査時に補足説明資料で明らかにしている。

事業
目的

今年度
見直し
事 項

その他

事業費

財
源
内
訳

要求段階

追加要求等

20,000

 

 20,000

会計

款

項

目

国民健康保険費特別会計

予　備　費

予　備　費

20,000

当初要求　②

予　備　費

前年度

①

20,000 20,000

 

20,000

財政課長内示

20,000

⑥=③+④+⑤③ ④(増減額)

総務部長･市長査定 予算計上最終調整

国

一般財源

県

市債

その他

 

市　民　課

予　備　費

単独

0

0

⑥－①

0

0

所管課

事業名

補助単独の別
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